
 

 

憲法問題を考えてみよう 
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先の参議院議員選挙で民進党を含む野党 4 党は「改憲勢力が 3 分の 2 以上

を獲得すると憲法改正が行われ戦争の道につながる」とその阻止のために全

力を注いできたが、自民党・公明党・おおさか維新の会等のいわゆる改憲勢
力が非改選を含め衆参の両院で3分の2以上を占めることとなり、「憲法改正」
論議がにわかに現実味を帯びてきている。 
 現憲法は今年 11 月で公布されて 70 年を迎えるが、憲法第 96 条で、憲法改
正には衆参各院の総議員の 3 分の 2 以上の賛成で国会が発議し、国民投票で
の過半数以上の賛成が要件とされ、そのハ－ドル(硬直度)が高くこれまで一度
も改正されたことがない。 

国内ではこれまでマッカ－サ－から押し付けられた憲法の改正「自主憲法
制定論」と「不戦の誓い論」(護憲論)が一般大衆と無縁の不毛の観念論に終始
し、「憲法と現実とのズレ」をどう解消すべきかの議論が置き去りにされてき
たきらいがあった。 
 平成 17 年 5 月の憲法調査会報告書(5 年間の議論)では、出席者の 3 分の 2

以上の多数意見として「自衛権・自衛隊について憲法上の措置を否定しない」
「非軍事分野に限らず国連の安全保障活動に参加する」「環境権・環境保全義
務などを憲法に明記」「知る権利・アクセス権、プライバシ－権を憲法に規定」
「非常事態事項を憲法に規定」することを求めている。 

自衛隊については日本人の大多数がその存在を容認しており、「解釈論」か
ら何らかの形でその位置づけを憲法に明示できないか。また、わが国では首
都直下地震・南海トラフ巨大地震の発生が想定され、あるいは国際的なテロ
活動の脅威などに備え国民の生命と財産を守り、国会機能を維持する「緊急
事態条項の創設」。さらに、参議院のあり方や過疎地の声を国政に反映させる
ため都道府県の代表を選ぶ仕組みにすることなど様々な事案について議論を
深める必要がある。 

そもそも憲法とは、国の統治のあり方を定める基本ル－ルで「最高法規」

と呼ばれ一般の法律より強い効力を持つ。「国家権力を制限し個人の自由と権
利を保障する原理」を定めるものだ。従って、「護憲」だ「改憲」だとの観念
論から脱却し、取り巻く環境や想定される事態、あるいは、想定外の事態に
対しても万全な備えができるよう法の整備に努めなければならない。 

憲法改正には改憲勢力が発議の要件を満たしたとしても広く国民の理解と
支持を必要とする。少なくとも野党第一党の協力も得ながら、より現実に即した
憲法改正の具体的な論議を尽くして幅広い合意形成を目指していただきたい。 

まず、第一歩として国民の議論を活発化させ憲法改正アレルギーを取り除
くことから始める必要がある。 
 



 

☆ 忙しいときは冷静になり、暇なときは情熱を持つ 

 
忙しいさなかにあっても、冷静な視点をもち合わせていれば、落ち込んだり 

イライラしたりしなくてもすむ。 

 また、閑職に回されて暇なときでも、投げやりになることなく情熱を持って事

に当たれば、そこにさまざまなおもしろさややりがいを見いだすことができる。 

(後集５９) 

 

 

 

☆ 感謝を求めない 

 

人に何かしてあげる場合に、それに対して感謝を求めたり、恩返しを期待した

りしてはならない。ただ純粋な善意で行う施しであれば、それは莫大な価値を生む。 

 しかし、人に何かしてあげることによって、自分の利益を図ったり、見返りを

期待するのであれば、本来なら大いに価値のあることだとしても、一文の値打ち

もなくなる。 

(前集５２) 

 

 

 

☆ 人を責めない 

 
よい人間関係を築くために必要な心がけは三つある。 
 

１.他人の小さな過失をとがめないこと。 

２.他人の隠しておきたい私事を暴かないこと。 

３.他人の過去の悪事をいつまでも覚えていないこと。 
 

この三つを頭に入れて人付き合いをすれば、自らの人格を磨くことができるだ

けでなく、他人から恨みを買うこともない。 

(前集１０５) 

中国古典に学ぶ 



 

      司馬 遼太郎（歴史小説に新風を送る・作家） 

                  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

オススメの BOOK   

『主夫のトモロー』          

             作者 朱川 湊人  ＮＨＫ出版 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 
本書は題名通り、主婦ならぬ主夫の奮戦記物語。 

 勤務していた出版社が倒産し、一歳年上のインテリアデザイナーの恋人美智子

と結婚。妻が会社で働き自分は自宅で小説家を目指し作品の執筆をするがなかな
か目が出ない。そうこうしているうち長女誕生。出産休暇が終わって美智子は会
社に出社。自動的に主夫となる。 

炊事・洗濯・授乳など慌ただしい生活が始まる。赤ちゃんがむずかるとき母親
にはオッパイという武器があるが、主夫はその対応に苦しみ手間取る。 

ママ友との付き合いの難しさ、ヤンキー出身のパパ友と交流。 

 ぬくもりや笑いや失敗の中で、娘の成長とともに自らも逞しく主夫業をこなし

てゆく。本当によく頑張る主夫のトモロ－だ。 
 

大正 12 年 8 月 7 日  

          

昭和 11 年      

 

 

 

昭和 17 年 4 月    

昭和 18 年 11 月    

 

昭和 23 年       

昭和 31 年 5 月   

昭和 35 年      

昭和 37 年・38 年   

昭和 47 年      

昭和 56 年      

平成 3 年      

平成 5 年      

平成 8 年 2 月 12 日 

大阪市浪速区西神田町で薬局を営む父福田是定、 

母直枝の次男として生まれる。本名福田定一。 

私立上宮中学校に進学。入学後成績は 300 名中ビ 

リに近かったが二学期には上位 20 位に入った。 

3 年生から図書館に通うようになり本を乱読する

ようになる。 

旧制大阪外国語学校に入学。 

学徒出陣により大阪外国語学校仮卒業。戦車隊に

入隊。陸軍少尉として終戦を迎えた。 

産経新聞社京都支局入社。 

「ペルシャの幻術師」処女作。講談倶楽部賞受賞。 

「梟の城」で直木賞受賞。産経新聞退社。 

「竜馬がゆく」「燃えよ剣」「国盗り物語」発表。 

「世に棲む日々」で吉川英治文学賞受賞。 

日本芸術院会員 

文化功労賞受賞 

文化勲章受章 

腹部動脈瘤破裂のため死去。享年 72 歳。 

 



山に親しみ山の恩恵に感謝！ 
8月 11日「山の日」誕生 
 

                                                   

                          

                           

自動車保険の「弁護士費用特約」必要？ 

 

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

くらしと保険のおはなし 

 

ご存知でしたか？ 
相手に 100％過失のある事故では、保険会社
は示談交渉することはできません。 

なぜかというと、自動車保険は交通事故を
起こした際、相手方への賠償に備えるための
保険だからです。相手方への賠償が発生しな
い事故（10 対 0 の場合）では保険を使う事
ができないのです。 

従って、自分で相手方（加害者）か相手の
加入している保険会社と直接交渉すること
になります。これは、時間的・精神的に負担

となるものです。そこで、自動車保険に弁護
士費用特約を付帯することで、相手の保険会
社（又は加害者）との面倒な交渉は全て弁護
士が行います。保険会社が弁護士費用を負担
してくれるのです。つまり、自己負担なしで
弁護士に依頼できるということです。 
 
事例をあげますと… 
 
◎信号待ちで停車中に後方から追突された。 
◎加害者が任意保険に未加入だった。 

◎横断歩道を歩行中に、信号無視の車にひか
れてケガをした。 

◎停車中にぶつけられたが、相手が修理代を
支払おうとしない。 
このような事故の場合に頼りになるのが 

弁護士費用特約です。また、弁護士費用特約
は自分に過失があった場合でも使えます。 
 
 

 

 

 

 

   

《メリット》 
・全てのやりとりを弁護士に任せることが

できる（自分で交渉しなくて済む） 
・裁判所基準での損害額の請求ができる。 
・法的な主張で相手方に対抗出来たり、後

遺障害認定のサポートを受けられる。 
・高い弁護士費用を安い保険料で賄える。 
 
《デメリット》 

・特約保険料がかかる。（年額 2,000 円程度） 
 
弁護士費用特約は保険会社によって異なり
ますが一般的には下記の内容です。  
□弁護士費用特約の限度額は？ 
法律相談料として 10 万円、弁護士費用及び
実費として 300 万円が支払限度額です。  
□弁護士費用特約が適用される人の範囲は？ 
・記名被保険者 
・記名被保険者の配偶者 
・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 
・記名被保険者またはその配偶者の別居の

未婚の子 
（複数台数所有の場合は1台のみの加入ですみます）  
□弁護士費用特約を使ったら保険の等級は？ 
等級はダウンせず保険料も変わりません。  

自動車保険には様々な特約があります。保
険料を抑えるために特約を削るか、まさかの
事態に多少の保険料を負担し備えるか？ 
自動車保険の更改の度に悩まれる方がおり

ましたら是非参考にしてみてください。 
 
                
 

 

【編集後記】 
 

大相撲名古屋場所が終わった。 

日本人横綱が 18 年間も誕生していないので、稀勢の里
の優勝と横綱昇進を期待し観戦してきたが、残念ながら
準優勝、昇進はおあずけとなった。 
 しかし、綱取の望みが絶たれたわけではなく秋場所優
勝でその夢を実現して欲しい。 
 八角理事長も「ちゃんと稽古をつんでいればチャンス
は来る。我慢して我慢して花開く相撲人生」 
とエールを送り、ファンも日本人横綱誕生を待ち望んで
いる。頑張れ稀勢の里!! 
          

 

 

 


